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第10期かかみがはら高齢者総合プランの策定に向けて 

１ 計画策定について 

（１）計画の策定に向けて 

本市では、いわゆる団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる 2040 年に向けて、国の介護保険事業に

係る基本指針等を踏まえながら、第６期計画から続く地域包括ケアシステムのさらなる深化・推進

を図るとともに、介護保険制度の改正に対応し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまち

づくりを進めてきました。 

国では、人口減少、85 歳以上の医療・介護を支える者や認知症高齢者、独居高齢者等の増加や

サービス需要の地域差が 2040 年の課題として示されています。地域の高齢化や人口減少スピード、

サービス供給状況も様々ある中、全国一律の取り組みではなく、地域ごとの特性等を踏まえた取組

を充実・深化させていく必要があります。 

引き続き、団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる 2040 年、65 歳以上人口がピークとなる 2045 年

を見据えて、第 10 期計画の策定では、これまで進めてきた「地域包括ケアの推進」「地域共生社

会の実現」をベースとしながら、高齢者の就労の場の確保や高齢者の生きがいづくり（ボランティ

ア・生涯学習・スポーツ）の強化、健康増進施策との連携による健康寿命の延伸、認知症施策のさ

らなる充実・強化などを図っていくことが求められています。 

図表 介護保険制度の変遷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 

第１期計画（H12～H14） 

第２期計画（H15～H17） 

第３期計画（H18～H20） 

第４期計画（H21～H23） 

第５期計画（H24～H26） 

第６期計画（H27～H29） 

第７期計画（H30～R2） 

第８期計画（R3～R5） 

第９期計画（R6～R8） 

・介護保険制度の導入 

・介護保険福祉計画との一体

的な策定 

介護予防の重視 

・新予防給付の導入 

・地域包括支援センターと地

域支援事業の導入 

・地域密着型サービスの導入 

・地域包括ケアシステムの推

進及び介護保険制度の持続

可能性の確保への取り組み 

・複雑化・複合化した支援ニー

ズに対応する包括的な支援

体制の構築 

・高齢者の住まいに関する都

道府県・市町村間の情報連携

強化 

・医療・介護データ基盤の整備

推進 

高齢者医療確保法の施行 

・特定健診の導入 

・老人保健事業の健康増進事

業への意向 

・在宅医療、介護連携の推進 

・介護予防・日常生活支援総合

事業の導入 

・認知症施策の強化（認知症初

期集中支援推進事業）等 

・多様な就労・社会参加 

・健康寿命の延伸 

・医療・福祉サービス改革 

・給付と負担の見直し等によ

る社会保障の持続可能性の

確保 

第 10 期計画（R9～R11） 

・「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方」を見据えた制度・地域包括ケアの設計 

・介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援 

・地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健康づくり、認知症ケア 
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（２）計画策定の根拠 

高齢者福祉計画は、老人福祉法第 20 条の８に規定する「老人福祉計画」に基づき、介護保険事

業計画は、介護保険法第 117 条に規定する「介護保険事業計画」に基づき策定するものです。 

本計画は、本市における高齢者の福祉・介護施策の推進と介護保険事業の円滑な運営を図ること

を目的に「老人福祉計画」と「介護保険事業計画」、を一体的に策定した行政計画です。 

また、第 10 期計画においては、共生社会の実現を推進するための認知症基本法第 13 条に規定す

る「市町村認知症施策推進計画」を新たに包含して策定します。 

（３）計画の位置づけ 

❶本市における計画の位置づけ 

上位計画の「各務原市総合計画」や関連計画の「各務原市地域福祉計画」をはじめとする他計画

との整合性を図って策定します。 

図表 計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❷計画期間 

計画期間は、令和９年度から令和 11 年度までの３年間とします。団塊ジュニア世代が 65 歳以上

になる 2040 年、65 歳以上人口がピークとなる 2045 年を見据えて施策を展開します。 

■計画期間■ 

H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 
              

第７期            

   第８期         

      第９期      

         第10期   

            第11期 

              

岐⾩県（関連計画） 

岐⾩県⾼齢者安⼼計画 

国（根拠法） 
⽼⼈福祉法 介護保険法 

 
各務原市総合計画 

 
かかみがはら 
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かかみがはら⾼齢者総合プラン 

⾼齢者福祉計画 

介護保険事業計画 

認知症施策推進計画 
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（４）計画策定体制 

❶かかみがはら高齢者総合プラン策定委員会 

学識経験者、保健医療関係者、介護保険サービス事業者、福祉関連団体、第 1 号被保険者（65 歳

以上）、第２号被保険者（40 歳以上）からなる 18 名の委員で構成されています。 

 

（５）国の動向 

❶介護保険制度含む将来の介護サービス提供の今後の方向性 

厚生労働省の「社会保障審議会 介護保険部会」では、第 10 期介護保険事業計画（令和９～11 年

度）に向け、介護保険制度の今後の方向性について議論が進められています。 

これと並行して、介護保険制度を含む将来の介護サービス提供のあり方を幅広く検討するため、

「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方に関する検討会（あり方検討会）」が設けられ、

2040 年を見据えた地域包括ケアシステムの持続可能性について議論が行われています。 

この検討会では、人口減少や高齢化の進展が地域ごとに異なる中でも、予防・健康づくり、人材

確保・定着、デジタル活用などを通じて地域包括ケアを維持することを目指し、地域特性に応じた

サービス提供モデルの構築を検討しています。また、地域の実情によっては、事業者間の連携や経

営の効率化を進めることで、将来にわたる安定的なサービス提供体制を確保していく必要性も指

摘されています。さらに、高齢者施策の検討結果を踏まえ、他の福祉サービス分野も含めた共通課

題の整理・対応を進める方針です。 

方向性（１）サービス需要の変化に応じた提供体制の構築 等 

■【中山間・人口減少地域】サービス維持・確保のための柔軟な対応 

・地域のニーズに応じた柔軟な対応の検討 

配置基準等の弾⼒化、包括的な評価の仕組み、 

訪問・通所などサービス間の連携・柔軟化、 

市町村事業によるサービス提供 等 

・地域の介護を支える法人への支援 

■【大都市部】需要急増を踏まえたサービス基盤整備 

・重度の要介護者や独居高齢者等に、ＩＣＴ技術等を用いた 24 時間対応 

・包括的在宅サービスの検討 

■【⼀般市等】サービスを過不足なく提供 

・既存の介護資源等を有効活用し、サービスを過不足なく確保。将来の需要減少に備えた準備と

対応 
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方向性（２）人材確保・生産性向上・経営支援 等 

・テクノロジー導⼊・タスクシフト/シェアによる生産性向上 

※2040 年に先駆けた対応。事業者への伴走支援や在宅技術開発 

・都道府県単位で、雇用管理・生産性向上など経営支援の体制の構築 

・大規模化によるメリットを示しつつ、介護事業者の協働化・連携（間接業務効率化）の推進 

 

方向性（３）地域包括ケアシステム、医療介護連携 等 

・地域の医療・介護状況の見える化・状況分析と 2040 年に向けた介護・医療連携の議論（地域医

療構想との接続） 

・介護予防支援拠点の整備と地域保健活動の組み合わせ 

※ 地リハ、介護予防、⼀体的実施、「通いの場」、サービス・活動Ｃ等の組み合わせ 

・認知症高齢者等に対する、医療・介護等に加え、地域におけるインフォーマルな支援の推進 

 

方向性（４）福祉サービス共通課題への対応（分野を超えた連携促進） 

・社会福祉連携推進法人の活用を促進するための要件緩和 

・地域の中核的なサービス主体が間接業務をまとめることへの支援 

・地域の実情に応じた既存施設の有効活用等（財産処分等に係る緩和） 

・人材確保等に係るプラットフォーム機能の充実 

・福祉医療機構による法人の経営支援、分析スコアカードの活用による経営課題の早期発見 

 

資料：第 123 回社会保障審議会介護保険部会「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会とり
まとめ概要 

 

❷「認知症施策推進計画」の閣議決定 

令和６年１月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が施行され、令和６年 12 月

に「認知症施策推進基本計画」が閣議決定されました。これにより、国においては「新しい認知症

観」の普及を打ち出し、当事者の声を踏まえた各種の施策を推進していくこととしています。 

市町村においては、市町村計画の策定が努力義務とされ、施策の立案から実施、評価に当たって

は認知症の人とその家族、支援者等の参画を得ることが重要とされています。 

■「新しい認知症観」の考え方 

「認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になってからも、一人一人が個人としてでき

ること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望を持って自分らしく暮ら

し続けることができる」という考え方 

■地方公共団体が取り組むべき基本施策 

●認知症の人に関する国民の理解の増進等  ●認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進 

●認知症の人の社会参加の機会の確保等   ●認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護 

●保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等 

●相談体制の整備等      ●研究等の推進等      ●認知症の予防等 
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（６）スケジュール 

実施スケジュールは以下を想定します。国や岐阜県の動向等を踏まえ、随時調整します。 

図表 実施スケジュール（令和７年度・令和８年度） 
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   整理       

        ➀ 10期計画の概要 

12
月 

会議意見反映 会議意見反映        （11/28） 

          

印刷等 フォーム作成         

１
月 

          

実施 実施         

          

２
月 

打込み 打込み 打込み        

集計 集計 集計        

報告書作成 報告書作成 報告書作成        

３
月 

          

          

        ② 調査結果報告 

令
和
８
年
度 

４
月 

印刷 印刷 印刷 策定方針作成       

          

   骨子案作成       

５
月 
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６
月 

          

          

        ③ 骨子案 

７
月 
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     検討     

８
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９
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10
月 

          

          

          

11
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    会議意見反映    ⑤ 素案 

          

          

12
月 

      パブコメ 原稿作成   

      パブリック
コメント 

 
 

 

          

１
月 

       デザイン作成   

      最終校正    

          

２
月 

       最終校正 ⑥ 最終案報告 

          

          

３
月 

      印刷 印刷   
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２ 各務原市における高齢者の状況について（参考資料） 

（１）高齢化率の状況 

総人口と高齢化率の状況をみると、総人口は、2010 年（H22）をピークに減少局面に突入し、今

後も緩やかに減少していく見込みです。年少人口（15 歳未満）と生産年齢人口（15～64 歳）の減

少が長期的に続くのに対し、高齢者数（65 歳以上）は今後も高止まりしていくことが見込まれま

すが、2050 年（R32）では高齢者数の減少も見込まれます。高齢化率も上昇し、2050 年（R32）に

は 36.8％と、市民の３人に１人以上が高齢者になると予測されています。 

図表 総人口と年齢区分別にみた人口の推移と推計 

単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「地域包括ケア『見える化』システム」 

図表 高齢化率の推移と推計 

単位：％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「地域包括ケア『見える化』システム」 
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（２）支援の必要な高齢者の状況 

高齢者世帯数の推移を見ると、高齢単身者世帯、高齢夫婦世帯ともに増加傾向にあります。こう

した世帯は特に支援が必要な要援護高齢者（要援護高齢者台帳登録者）であり、今後も増加してい

くことが見込まれます。 

生活課題の解決に向けては、生活支援サービスを含めた各種福祉サービスの重要性がさらに高

まっていくと考えられます。 

図表 高齢者世帯数の推移 

単位：世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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（３）介護保険サービスの状況 

要支援・要介護認定者数は増加傾向が続いています。どの区分においても増加がみられ、高齢者

人口の増加は高止まりすることが見込まれることから、認定者数はさらに増加していく可能性が

高くなっています。 

また、認定者数の増加、認定率の上昇に伴って介護保険サービス給付費も増加しています。第１

号被保険者１人１月あたりに必要な介護費用額も増加の一途を見せており、介護保険制度の持続

可能性を確保する上でも、介護予防の取り組みの重要性がさらに高まっています。 

図表 要支援・要介護認定者の推移 

単位：人、％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「地域包括ケア『見える化』システム」 

 

図表 サービス別給付費の推移 

単位：億円、千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「地域包括ケア『見える化』システム」 

676 634 641 707 687 761 884 1,029 1,035 
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費用額（施設サービス）

費用額（居住系サービス）

費用額（在宅サービス）

第1号被保険者1人1月あたり費用額


